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消費トラブル処方せん
―令和５年度練馬区消費生活相談概要をお知らせします―  
区内の消費者トラブル 相談件数5,373件
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くらしサポート情報
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お知らせ
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日々のくらしの中でどんなことを備えておけば良いのでしょう。日々のくらしの中でどんなことを備えておけば良いのでしょう。
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生活の中でやっておきたい生活の中でやっておきたい
災害災害への備えへの備え

災害用携帯トイレ
災害時には排水管が破損
しているおそれがあるので
使わないようにしましょう。

いろいろな形があるので
一度試してみましょう。

各家庭で使いやすい災害
用携帯トイレを備蓄しま
しょう。

試してみよう

区長あいさつ

消費生活センターでは、専門
相談員が契約トラブルなどの
相談に応じています。
昨年に引き続き、屋根工事
の点検商法やインターネット
通販のトラブル等の相談が増
加しており、今後も注意が必要
です。「契約内容が良く分から
ない」「詐欺なのではないか」
など、不安を感じた際には、お
気軽にご相談ください。今後と
も、区民の皆様が安心して暮ら
せるよう取り組んでまいります。

練馬区長

前川　燿男

 簡易洋式便座 

 携帯トイレ 
・凝固剤・凝固剤
・汚物袋・汚物袋

災害用携帯トイレの備蓄の目安災害用携帯トイレの備蓄の目安
１日ひとり5回分×家族の人数×７日分以上１日ひとり5回分×家族の人数×７日分以上
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―令和５年度練馬区消費生活相談概要をお知らせします――令和５年度練馬区消費生活相談概要をお知らせします―
区内の消費者トラブル 区内の消費者トラブル 相談件数相談件数 5,3735,373件件
令和５年度に練馬区消費生活センターへ寄せられた相談件数は5,373件で昨年とほぼ同数でした。

�通信販売（2,022件）
【具体例】 インターネット通販
インターネット通販で年代物の
楽器を注文し、クレジットカー
ドで代金を支払った。商品が送
られてこないので通販業者に電
話したが連絡がとれなくなった。

■ 主な販売購入形態別の相談件数および具体例
販売・購入形態別件数では、「通信販売」「店舗購入」「訪問販売」「電話勧誘販売」となっており、
ここ数年、通信販売に関する相談が多い状態が続いています。	

�店舗購入（1,176件）
【具体例】 バーゲンセール品の返品
デパートのバーゲンセールで洋
服を購入した。着用したところ
自分には似合わないので返品し
たい。

�訪問販売（473件）
【具体例】 点検商法
突然業者が給湯器の無料点検
をすると家を訪ねて来た。「給
湯器を今すぐ交換しないと大変
なことになる」と言われ、50万円
の契約をさせられた。

�電話勧誘販売（212件）
【具体例】 海産物の販売勧誘
カニやウニなどの高価な海産物
を売りつけようとする電話がし
つこくかかってきた。あまりに強
引なので怖くなって購入すると
答えてしまった。

その他
【具体例】 送り付け商法
息子宛てに宅配便の不在票が入
っていた。家族も心当たりがな
く、受け取りたくない。
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20歳代ではネットや SNSや知人の
紹介をきっかけとした副業に関する
相談や、エステサロンでの高額契約
についての相談が多くなっています。

50歳代では、インターネット通販や
投資についての相談が多くなってい
るほか、子どものネットゲームの課金
についての相談も寄せられています。

相談が最も多い70歳
以上の場合は訪問販売
や通信販売の割合が多
く、他にも住宅のリース
バックや市場価格より
低額での買い取りとい
った深刻なものもある
ので、家族や地域での
見守りが必要です。 
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事前によく考えましょう
商品やサービスを購入する前に、

「今だけ」「お得」「限定」「急いで」
「絶対にもうかる」など売る側の
言葉をうのみにせず、その提供回
数や支払方法、支払総額をきちん
と確認し、少しでも納得いかない
場合はきっぱり断りましょう。

まずは消費生活センターに電話！消費生活センターに電話！
業者とのトラブルや商品・サービスにつ
いて「おかしい」「不安だ」と思ったと
きは一人で悩まずお電話ください。
専門の消費生活相談員が対応します。

練馬区消費生活センター練馬区消費生活センター
☎ 03−5910−4860

Fax 03−5910−3440
●月～●金曜日　午前9時～午後4時30分

（土・日曜・祝休日・年末年始を除く）

こ　ん　な　手　口　に　も　気　を　つ　け　て　

家を訪ねてくる

シーン別シーン別

屋根や給湯器の無料点検を口実に「早く直
さないと大変なことになる」と不安をあおり、
不要で高額な契約を強引に勧める。

➡ まずはドア越しで対応し、必要がない
場合は断り、家に入れない。
※万が一契約してしまったら、クーリング・

オフの申出が可能（基本８日間）。不用品を高価購入するという名目で家を訪
れ、貴金属を強引に安値で買い取ろうとする。 ➡

海産物や健康食品の
購入をすすめられた。 ➡

必要なければ断り、電話を切る。
※断っても商品が届いた場合は、伝票のコピー（写真）をとった上で

受け取り拒否しましょう。万が一契約してしまってもクーリング・オフ
の申出が可能です（基本８日間）。

他社より安くなると
電話回線の切替をす
すめられた。

➡
必要なければ断り、電話を切る。
※電話回線は上記とは異なる契約のルールがありますので、万が一

契約してしまった場合は、すぐに消費生活センターにご連絡ください。

電話がかかってくる

インターネットやSNSで

「パソコンがウイルスに感染している」
という画面が表示され、警告音が大
音量で鳴り響いた。

➡ あわてずにパソコンの再起動または電源を落
とす。連絡先をクリックしない。電話をしない。

著名な評論家の名前や写真が掲載さ
れた SNSの投資セミナーの広告を信
じて出資の名目でお金を振込んだが、
以後連絡がとれなくなった。

➡
著名人の名前が出ていても、受講料の支払先
が個人名義の口座を指定されている場合は、
詐欺の可能性が高いので振込まない。

シーンシーン
●❶

シーンシーン
●❷

シーンシーン
●❸
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「健康食品」を知ろう！「健康食品」を知ろう！
健康食品は、栄養補給や健康の増進、体質改善などを目的に摂取されています。その健康食品によ
る健康被害が出ました。そこで、改めて健康食品について考えてみました。

■ 「健康食品」は食品です
「健康食品」とは、「健康への効果やダイエット効果をうたって販売されている食品」を言い、特定保健用食品
（トクホ）、栄養機能食品、機能性表示食品だけでなく、その他の健康食品も含まれます。
「サプリメント」は健康食品の一つで、カプセル・錠剤・粉末・顆粒形態の製品のことです。
健康食品を現在、約3割の人が利用しているといわれています。

■ ■ 「健康食品」による健康被害 「健康食品」による健康被害 
医薬品は用量や用法が厳格に決まっていますが、
健康食品は用量や用法、医薬品に求められる安
全性は考慮されていません。素人判断の摂取は、
健康を害してしまう可能性もあるのです。
健康食品を摂取中に以下のような症状が出たら、
摂取を中止し、医療機関で診察を受けましょう。

健康被害と思われる症状
動悸、口渇、頭痛、めまい、ほてり、吐き気、
立ちくらみ、息苦しさ、下痢、発疹などのアレル
ギ―症状等

具体的な例
★東南アジア原産の植物（アマメシバ）の粉末
を摂取した40代女性が、重篤な呼吸器障害

	 	 	 （2001年）
★スギ花粉を含む健康食品を摂取してアナフィ
ラキシーショックを起こし、意識不明の重体
	 	 	 （2007年）
★中国茶の脂肪分解効果を期待し、痩身を目的
としてインターネットで購入。20歳代女性が
肝機能障害で入院	 （2016年）

■ ■ 「機能性表示食品」の被害数117件「機能性表示食品」の被害数117件 
これまで機能性表示食品の健康被害の報告はありま
せんでした。
消費者庁は「紅麹」を含んだ機能性表示食品により初
の健康被害が出たことで、4月12日「機能性表示食品
として届け出られている6,795製品（1,693事業者）を
対象にした調査で、これまでに医療従事者から18製品
（11事業者）でのべ117件（速報値）の健康被害の報
告が事業者にあったことが分かった」と公表しました。
入院が必要だった事例も複数あったというものの、「い
ずれの健康被害も食品との因果関係は判明しておら
ず、関係ないものが含まれている可能性もある」との
事。事業者は被害情報を確認したが、消費者庁への報
告は不要と判断していたといいます。

令和6年4月12日時点

 いわゆる「健康食品」  いわゆる「健康食品」 	医薬品		医薬品	

 保健機能食品  保健機能食品 

その他のいわゆるその他のいわゆる
「健康食品」「健康食品」

機能性表示食品機能性表示食品
（届出制）（届出制）

栄養機能食品栄養機能食品
（自己認証制）（自己認証制）

特定保健用食品特定保健用食品
（個別許可制）（個別許可制）

医薬品医薬品
（医薬部外品含む）（医薬部外品含む）



詳しく知りたい方は内閣府食品安全委員会→ http://www.fsc.go.jp/osirase/kenkosyokuhin.html
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■ 「健康食品」を摂るかどうかを判断するとき考えるべき基本事項

イラスト（P4，5）／岡 万記子

健康の保持・増進の基本は健康の保持・増進の基本は
栄養・運動・休養！栄養・運動・休養！

ここでいう「栄養」とは、特定成分を
濃縮して摂取することではありません。
適量をバランスよく（多種類の食品を
まんべんなく）食べるということです。

■ 健康被害に合わないため、気をつけたいポイント
●体調に異常が生じたら摂取中止、医療機関を受診	　
体調に異常を感じたらすぐに使用を中止し、医療機関を受診し、
保健所へ報告しましょう。
●形状に気をつける
錠剤・カプセル状の製品は簡単に摂取できるので過剰摂取になりがちです。
●自己判断での医薬品との併用は避ける
薬と健康食品の同時摂取はやめましょう。健康食品の成分によっては、
薬の効果が弱くなったり、副作用が強まったりすることがあります。服
用中に不調を感じたら必ず医師・薬剤師などの専門家に相談しましょう。
●問い合わせ先の表示
問い合わせ先（製造者や販売者など）が表示されている。製造者・販売者・	輸入者などについての表示は、
食品衛生法で決められています。	
なお、必須ではありませんが、お客様相談室などが設置されているかどうかも確認しましょう。	
●メモをとる
「どんなものを」「どれくらいの期間」「どれだけの量」摂取したのか、メモをとるようにしましょう。
メモをとるのが負担であれば、ラベルや容器を捨てずに保存しておくのも一つの方法です。

「食品」であっても
安全とは限りません。

「健康食品」は
医薬品ではありません。

多量に摂ると健康を害する
リスクが高まります。

ビタミン・ミネラルを
サプリメントで摂ると

過剰摂取のリスクがあります。

誰かにとって良い「健康食品」が
あなたにとっても良いとは限りません。
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お知らせ
報告 ･･･････････････････････････････････Ｐ6
　消費者教室
　①「お墓を知る」〜私のお墓どうする？〜
　②未来の食　日本農業はどうなるのか
予告 ･･･････････････････････････････････Ｐ6
　消費生活展　パネル展

消費トラブル処方せん
自転車の新常識
〜自転車用ヘルメット、自転車事故に備える保険〜 ･P2〜3
くらしサポート情報
年金生活の今  
保険の見直しは必要かどうか？ で考えよう
　 ･･･････････････････････････････････････P4〜5

日々のくらしの中でどんなことを備えておけば良いのでしょう。日々のくらしの中でどんなことを備えておけば良いのでしょう。
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ねりま区消費者だよりねりま区消費者だより

生活の中でやっておきたい生活の中でやっておきたい
災害災害への備えへの備え

家具の転倒・移動防止
避難障害や圧死を防ぐために　
家具の転倒防止対策を　　　
しましょう。

命を守る  Ｌ字金具 
必ず柱に固定必ず柱に固定
しましょうしましょう

 つっぱり棒 
梁につけましょう梁につけましょう

 転倒防止ストッパー／マット 
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消防設備の点検に来ました。
火災警報器の交換の目安
は10年です。お宅の機器は
期限切れではないですか。
よろしければ私が確認しま
すよ。

お知らせ
会員募集

『練馬区消費生活センター運営連絡会』 ････ Ｐ6

練馬区消費生活センターの出張講座 ･･････ Ｐ6

消費トラブル処方せん
SNSに人物の写真を公開する際に
気をつけること ････････････････････････P2〜3

くらしサポート情報
未来の食と言われる「フードテック」って、
なあに？ ･･･････････････････････････････P4〜5

とつぜん業者が訪問し、無料点検と称し不安
をあおり工事や商品の契約を進める点検商法
には、様々なものがあります。
業者の言葉を信じてすぐに契約することなく、
きっぱりと断りましょう。

点検商法による消費者被害を防ぐために、点検商法による消費者被害を防ぐために、
①①  ドアを開けない　　  ドアを開けない　　②②  点検させない　　  点検させない　　③③  契約しない  契約しない

「無料で点検する」と言われた際は、「必要ありません」と断りましょう。「無料で点検する」と言われた際は、「必要ありません」と断りましょう。

訪問時の声かけの例訪問時の声かけの例

注意！注意！

住宅の点検商法住宅の点検商法
～～火災警報器編火災警報器編～～

などと言われたら、点検商法を疑いましょう。

火災警報器は全室設置が義務ですが、
全ての部屋に付いていますか。

家に入れてもらえれば、
点検を装って、

不要な物まで売りつけよう

全室に火災警報器が
付いてなければ
値段を吹っ掛けて
付けさせよう

282号

– 1 –

第281号

編集・発行●練馬区経済課（消費生活センター）	 編集協力●練馬区消費生活センター運営連絡会
練馬区石神井町2−14−1　電話：03−5910−3089	 練馬区ホームページ：

消費生活相談専用電話 03−5910−4860（月〜金 午前9時〜午後4時30分）※土・日曜・祝休日・年末年始を除きます。

令和6年（2024年）1月発行

©2011練馬区ねり丸

練馬区消費者だより練馬区消費者だより

お知らせ
案内
　消費者講座 ･････････････････････････Ｐ6

報告
　第51回「消費生活展ねりま2023」 ････Ｐ6

消費トラブル処方せん
クーリング・オフ  使えるものは限られています

 ････････････････････････････････････････P2〜3

くらしサポート情報
老後のお金の話  
60代から始める新ＮＩＳＡを考える ･････P4〜5

とつぜん業者が訪問し、無料点検と称し不安
をあおり工事や商品の契約を進める点検商法
には、様々なものがあります。
業者の言葉を信じてすぐに契約することなく、
きっぱりと断りましょう。

点検商法による消費者被害を防ぐために、点検商法による消費者被害を防ぐために、
①①  ドアを開けない　　  ドアを開けない　　②②  点検させない　　  点検させない　　③③  契約しない  契約しない

「無料で点検する」と言われた際は、「必要ありません」と断りましょう。「無料で点検する」と言われた際は、「必要ありません」と断りましょう。

訪問時の声かけの例訪問時の声かけの例

などと言われたら、などと言われたら、
点検商法を疑いましょう。点検商法を疑いましょう。

この地域で無料の床下点検
を行っています。この機会に、
お宅も点検してみませんか。

～床下工事編～～床下工事編～

注意！注意！

住宅の点検商法住宅の点検商法

近所でシロアリが出たので駆除に
来ています。今なら無料で点検し
ますが、お宅もどうですか。

シロアリがいても
いなくても

60万円請求しよう

ついでにネズミ駆除も
格安と言って
追加しようかな

281号

280号

– 1 –

第279号

編集・発行●練馬区経済課（消費生活センター）	 編集協力●練馬区消費生活センター運営連絡会
練馬区石神井町2−14−1　電話：03−5910−3089	 練馬区ホームページ：

消費生活相談専用電話 03−5910−4860（月〜金 午前9時〜午後4時30分）※土・日曜・祝休日・年末年始を除きます。

令和5年（2023年）9月発行

©2011練馬区ねり丸

練馬区消費者だより練馬区消費者だより

お知らせ
消費者教室・講座のご案内 ･･････････････Ｐ6

11月11日（土）  消費生活展を開催 ･･････Ｐ6

清掃リサイクル課からのお知らせ ･････････Ｐ6

消費トラブル処方せん
ネット通販  気をつけて利用しましょう ･･P2〜3

くらしサポート情報
みんなでやろうね!!  エシカル消費 ･･･････P4〜5

とつぜん業者が来て住宅の不具合をあげ、不
安をあおり「点検する」と言い、工事の契約を　
すすめる点検商法には、様々なものがあります。
業者の言葉を信じてすぐに契約することなく、
きっぱりと断りましょう。

点検商法による消費者被害を防ぐために、まず「必要ありません」と断りましょう。点検商法による消費者被害を防ぐために、まず「必要ありません」と断りましょう。

①①  ドアを開けない　　  ドアを開けない　　②②  点検させない　　  点検させない　　③③  契約しない  契約しない

訪問時の声かけの例訪問時の声かけの例

などと言われたら、点検商法を疑いましょう。

近隣で工事をしております。
お宅の雨どいが壊れている
のが見えました。
今なら無料で点検しますよ。

～雨どい編～～雨どい編～

注意！注意！

住宅の点検商法住宅の点検商法
雨どいが壊れていると、
外壁に大量の雨水がか
かり家が傷みますよ。
ついでに、外壁も見て
みましょうか。
今なら安く直せますよ。

279号

被害にあわないためにも、安易にチラシを信じて電話をしないようにしましょう。点検と称し、被害にあわないためにも、安易にチラシを信じて電話をしないようにしましょう。点検と称し、
チラシに書かれたもの以外の工事をすすめられるケースもあるので、注意が必要です。チラシに書かれたもの以外の工事をすすめられるケースもあるので、注意が必要です。

– 1 –

第278号

編集・発行●練馬区経済課（消費生活センター）	 編集協力●練馬区消費生活センター運営連絡会
練馬区石神井町2−14−1　電話：03−5910−3089	 練馬区ホームページ：

消費生活相談専用電話 03−5910−4860（月〜金 午前9時〜午後4時30分）※土・日曜・祝休日・年末年始を除きます。

令和5年（2023年）7月発行

©2011練馬区ねり丸

練馬区消費者だより練馬区消費者だより

「無料で点検しますよ」と言って事業者が来訪
する以外にも、ポストに投函されたチラシを見
て電話したことがきっかけで、消費者トラブル
に巻き込まれることがあります。

注意！注意！

住宅の点検商法住宅の点検商法

消費トラブル処方せん
令和４年度の相談概要と増加したトラブル
　　･････････････････････････････････ Ｐ2〜3

くらしサポート情報
“食中毒にならないために”
知らずにやっている？  調理時のＮＧ行為 Ｐ4〜5

お知らせ
練馬区消費生活センター運営連絡会の活動報告　　
および今後の予定･････････････････････････Ｐ6

警察署からのお知らせ･････････････････････Ｐ6

区長あいさつ

消費生活センターでは、専
門相談員が契約トラブルなど
の相談に応じています。
昨年末から、業者訪問によ
る屋根リフォーム工事やポス
ティングによる不用品回収で
の契約トラブルなども増えて
おり、注意が必要です。「おか
しいな」「困ったな」と感じた
ら、一人で悩まずお気軽にご
相談ください。引き続き、区
民の皆様が安心して暮らせる
よう取り組んでまいります。

練馬区長

前川　燿男

～排水管清掃編～～排水管清掃編～ 排水管高圧洗浄キャンペーン
のお知らせ

地域限定 地域限定 
一戸建て通常50,000円程度の高圧
洗浄を地域一斉工事のため格安料金
で実施します。

記
高圧洗浄料金　3,0003,000円円（税抜）※
申込受付期間　◯◯年◯◯月◯◯日まで
キャンペーンのため、予定件数が埋ま
ってしまう場合があるので、希望者は
お早めに問合せください。

※料金は1か所3,300円（税込）となります。

「予定件数が埋まる」、「お早めに」は
慌てさせる文言なので注意しましょう。

「地域限定」、「一斉工事」、「格安」
と書かれていたら注意しましょう。

こんなチラシにこんなチラシに
注意！注意！ 書かれている料金が、通常料金と　

あまりにも違う場合は注意しましょう。

チラシをよく読み、大事なことを
見落とさないよう注意しましょう。

278号

– 1 –

第277号

編集・発行●練馬区経済課（消費生活センター）	 編集協力●練馬区消費生活センター運営連絡会
練馬区石神井町2−14−1　電話：03−5910−3089	 練馬区ホームページ：

消費生活相談専用電話 03−5910−4860（月〜金 午前9時〜午後4時30分）※土・日曜・祝休日・年末年始を除きます。

令和5年（2023年）5月発行

©2011練馬区ねり丸

練馬区消費者だより練馬区消費者だより

お知らせ
一緒に活動しませんか？ 会員募集

『練馬区消費生活センター運営連絡会』 ･･･ Ｐ6

ご案内
　練馬区消費生活センターの出張講座 ････Ｐ6

消費トラブル処方せん
インターネット上の消費者トラブルに
気をつけましょう ･･････････････････････P2〜3

くらしサポート情報
知ってお得！ 薬局のとっておき情報 ････P4〜5

とつぜん業者が来て住宅の不具合をあげ、不
安をあおり「点検する」と言い、工事の契約を　
すすめる点検商法には、様々なものがあります。
業者の言葉を信じてすぐに契約することなく、
きっぱりと断りましょう。

点検商法による消費者被害を防ぐために、まず「必要ありません」と断りましょう。点検商法による消費者被害を防ぐために、まず「必要ありません」と断りましょう。

①①  ドアを開けない　　  ドアを開けない　　②②  点検させない　　  点検させない　　③③  契約しない  契約しない

訪問時の声かけの例訪問時の声かけの例

などと言われたら、
点検商法を疑いましょう。

近所で工事をしていたら、お宅の屋根が
はがれているのが見えた

屋根に不具合があるから
無料で点検しますよ

屋根瓦がずれている。工事をしないと
大変なことになる

～屋根工事編～～屋根工事編～

注意！注意！

住宅の点検商法住宅の点検商法
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石神井公園駅

西武池袋線
← 至  所沢

至  池袋 →

富 士
街 道

石神井公園ピアレスＡ棟2Ｆ・3Ｆ

石神井公園
区民交流センター
（消費生活センター）

北口

西口

南口

石神井公園駅中央口
改札から徒歩１分

広告募集のご案内
　練馬区消費者だより「ぷりずむ」は年６回発行しており、町会・自治会・商
店会、区立保育園・幼稚園・小中学校・区立施設・駅などで配布しています。
掲載位置は、この広告募集の場所になります。 （審査を経て掲載の可否をご連
絡いたします）掲載号や応募方法など詳細はお問合せください。

　●発行部数：20,000 部　●掲載料金：各号につき30,000 円
　●広告サイズ：縦 55㎜×横185㎜　モノクロ1色

経済課消費生活係　☎ 03−5910−3089

令和６年度最新号から平成28年7月号までのバックナンバーを
練馬区ホームページからご覧いただけます。

 6年度 
283号　令和6年5月発行

自転車の新常識
　～自転車用ヘルメット、自転車事故に備える保険～
年金生活の今　保険の見直しは必要かどうか？で考えよう

 5年度 
282号　令和6年3月発行

SNSに人物の写真を公開する際に気をつけること
未来の食と言われる「フードテック」って、なあに？

281号　令和6年1月発行
クーリング・オフ　使えるものは限られています
老後のお金の話　60代から始める新NISAを考える

280号　令和5年11月発行（特集号）
私のお墓、どうする？
　どんなお墓に入る？	誰と入る？	選択肢は広がっています

279号　令和5年9月発行
ネット通販　気をつけて利用しましょう
みんなでやろうね !!	エシカル消費

278号　令和5年7月発行
令和4年度の相談概要と増加したトラブル
			“食中毒にならないために”
知らずにやっている？	調理時のNG行為

277号　令和5年5月発行
インターネット上の消費者トラブルに気をつけましょう
知ってお得！	薬局のとっておき情報　

ぷりずむ  バックナンバー紹介
（年６回奇数月に発行しています）


